
大和市告示第１４号 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和４年１月２０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱（平成２７年大和市告示第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第２項中「同欄第３項に掲げる新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業」を「同項第

８号に掲げる新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱附則第２項の規定により交付された補

助金については、なお従前の例による。 


